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令和８年度市有財産売払一般競争入札実施要領 

 

 那須塩原市（以下「市」という。）が行う「市有地売却」の一般競争入札を次のとおり実施します。 

一般競争入札は、広く入札参加者を募り、あらかじめ公表している最低入札価格（予定価格）以上で最高

の価格をもって入札した方を売買契約の相手方とするものです。 

入札に参加される方は、記載事項を承知した上、申込みを行ってください。 

 

第１ スケジュール 

（１） 入札の案内  

市ホームページによる周知 掲載日 令和８年７月１日（水） 

↓ 

（２） 入札参加申込 

受付期間 令和８年７月１日（水）～令和８年７月３１日（金）午後４時００分（必着） 

   受付方法 郵送（書留若しくは簡易書留）又は持参 

↓ 

（３） 入札保証金の支払い 

  入札前までに納付 

↓ 

（４） 入札及び開札 

   入札期間 令和８年８月１７日（月）～令和８年８月３１日（月）午後４時００分（必着） 

   開札日時 令和８年９月１日（火）午前１０時００分～ 

↓ 

（５） 契約の締結及び契約保証金の支払い 

↓ 

（６） 売買代金の支払い 

↓ 

（７） 所有権移転登記及び物件の引渡し 

 

第２ 売却物件の表示 

番号 所在地 地目 公簿地積 用途地域 最低入札価格 

１ 沓掛 779番 

沓掛 779番 2 

宅地 

宅地 

186.06㎡ 

62.31㎡ 
用途指定なし ４，６６０，０００円 

※ 詳細については、物件調書を確認してください。 

 

第３ 公有財産売却の参加条件 

  次のいずれかに該当する者は、入札に参加することができません。 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の各号又は同条第２項の各号に

該当すると認められる者 

＜参考：地方自治法施行令（抄）＞ 

（一般競争入札の参加者の資格） 

   第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号の

いずれかに該当する者を参加させることができない。 
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    一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

    三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第三十二条第一項各

号に掲げる者 

   ２ 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めら

れるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その

者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 

    一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造その他役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは

数量に関して不正の行為をしたとき。 

    二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若し

くは不正の利益を得るために連合したとき。 

三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 

    四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執

行を妨げたとき。 

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 

    六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に

基づき過大な額で行つたとき。 

    七 この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の

締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 

 

⑵ 本要領の内容を承諾せず、遵守できない者 

⑶ 公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有してな

い者 

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する

暴力団又は第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）に該当する者 

法人にあっては、役員等（法人の役員又はその支店若しくは営業所等を代表する方をいいます。）が

暴力団員に該当する者 

⑸ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に定

める風俗営業及び同条第５項に定める性風俗関連営業その他これに類する業、廃棄物の処理及び清掃に

関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１５条第１項に定める産業廃棄物処理施設の用、無差別大

量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）第５条に定める観察処分を

受けた団体の事務所の用又は騒音、振動、臭気その他周辺環境に著しく支障を及ぼす用途に供しようと

する者 

⑹ １８歳未満（参加仮申込み日現在）の者 

⑺ 日本語を完全に理解できない者 

⑻ 日本国内に住所、連絡先がいずれもない者 

 ⑼ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の３第１項に定める当該入札に係る公有財産に関

する事務に従事する市の職員 

⑽ その他市長が不適当と認める者 

 

第４ 入札参加申込 

  入札に参加する場合は、次のとおり申込みを行ってください。 
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⑴  受付期間 

   令和８年７月１日（水）から令和８年７月３１日（金）午後４時００分まで（必着） 

 ⑵ 受付方法 

   郵送（書留若しくは簡易書留）又は受付場所まで直接持参してください。 

  ※ 持参する場合は、受付期限までの土日、祝日を除く午前９時００分から午後４時００分まで 

    （水曜日のみ午後７時００分まで） 

⑶ 受付場所（申込書送付先） 

   〒３２５－８５０１ 那須塩原市共墾社１０８番地２ 那須塩原市役所本庁舎３階 

   那須塩原市総務部危機管理課地域消防係 宛 

⑷ 提出書類 

  ア 入札参加申込書（様式１） 

  イ 誓約書（様式２） 

  ウ 印鑑登録証明書（法人の場合は印鑑証明書）の写し 

  エ 住民票の写し＜個人のみ＞ 

  オ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書）の写し＜法人のみ＞ 

カ 委任状（様式３）＜代理人による入札及び契約を希望する場合のみ＞ 

キ 共同入札申出書兼持分内訳書（様式４）＜共有名義で申し込む場合のみ＞ 

  ※ 様式は市のホームページからダウンロードしてください。 

  ※ ウからオについては、９０日以内に発行されたものに限ります。また、共有名義の場合は全員分が

必要です。 

※ 提出書類は、いかなる理由にかかわらず一切返却できません。 

⑸ 申込みに当たっての留意事項 

ア 落札後の売買契約及び所有権移転登記は、入札参加申込書に記載された名義でしか行いませんので、

契約権限のある者が申込みを行ってください。 

イ 申込受付を完了した後に、納入通知書兼領収書を郵送します。入札保証金の納付に使用しますので、

大切に保管してください。入札保証金の取扱いは、第５－⑹を確認してください。 

ウ 入札に伴う費用は、すべて入札参加者の負担となります。 

エ 申込者自身で本実施要領、物件調書、土地登記、公図類、現地及び諸規制を確認し、これらを全て

承知の上、申込みを行ってください。 

 

第５ 入札及び開札 

⑴  入札書受付期間 

   令和８年８月１７日（月）から令和８年８月３１日（月）午後４時００分まで（必着） 

 ⑵ 受付方法 

   第４－⑵受付方法に同じ 

  ※ 郵送又は持参のいずれの場合においても、封筒を作成、入札書類を同封かつ封かんの上、提出して

ください。 

 ⑶ 受付場所（入札書送付先） 

   第４－⑶受付場所（申込書送付先）に同じ 

 ⑷ 開札日時及び場所 

 令和８年９月１日（火）午前１０時００分～ 

那須塩原市共墾社１０８番地２  那須塩原市役所本庁３階 ３０１会議室 
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⑸ 入札書類 

  ア 入札書（様式５） 

→様式は市のホームページからダウンロードしてください。 

→所定の封筒に封かんしてください。 

  イ 入札保証金納入通知書兼領収書の写し 

   →市が郵送した入札保証金納入通知書兼領収書で納めた領収書の写し 

   →所定の封筒に封かんしてください。 

  ウ 入札保証金返還請求書（様式７） 

   →落札できなかった場合に入札保証金を返還するための請求書 

   →様式は市のホームページからダウンロードしてください。 

   →所定の封筒に封かんしてください。 

⑹ 入札保証金 

ア 入札参加者は、市が郵送する納入通知書兼領収書により、各自の見積もる入札金額の１００分の５

以上（円未満切上げ）の入札保証金を入札受付までに金融機関にて納付してください。 

なお、入札参加者が共有である場合、代表者が入札保証金を納付してください。 

イ 売買契約締結と同時に、落札者の入札保証金を契約保証金の一部に充当します。 

⑺ 入札 

ア 入札書には、入札参加者の住所、氏名（法人の場合は所在地、名称及び代表者職氏名）を記入の上、

実印を押印してください（共有名義で入札する場合は代表者の住所及び氏名を記入の上、実印を押印

してください）。 

イ 入札金額の記入は、黒のボールペンで算用数字を用い、金額の頭に「金」を記入してください。 

ウ 代理人が入札する場合は、入札書に入札者本人の住所及び氏名を記入（押印は不要）するとともに、

代理人の住所氏名を記入の上、委任状に押印したものと同じ認印を押印してください。 

エ いったん提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができません。 

⑻ 入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

 ア 入札に参加する資格のない者が入札したとき 

イ 期限を過ぎて入札書を提出したとき 

  ウ 同一人が２通以上の入札をしたとき 

  エ 入札書の金額を訂正した場合において訂正印（入札書氏名欄に押印した印と同一のもの）の押印が

ないとき 

  オ 入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき 

カ 入札書に記名及び押印がないとき 

 キ 入札保証金を納入せず、又はその金額に不足があるとき 

  ク 代理人による入札の場合において、委任状を提出しないとき 

 ケ 入札者及びその代理人が他の入札代理人となり、又は数人共同して入札をしたとき 

 コ 市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき 

 サ 鉛筆、シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき 

  シ 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したとき 

⑼ 開札 

 ア 開札は、本要領に掲げる開札の日時及び場所において、入札参加者及び代理人による立会いは行わ

ず、当該入札事務に関係のない市職員を立ち会わせるものとします。 
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 イ 開札の結果について、異議を申し立てることはできません。 

⑽ 落札者 

ア 落札者は、最低入札価格以上の価格のうち、最高価格を入札した者とします。 

イ 落札者となる同価格の入札をしたものが２者以上ある場合には、該当者に連絡の上、後日、抽選に

より落札者を決定します。 

抽選の方法は、初めに「落札者を決定するくじを引く順番を決めるくじ」を引かせて、その結果に

より「落札者を決定するくじ」を引かせ、落札者を決定するものとします。この場合において、当該

入札者のうち出席しない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員をして、これに代わり抽選

させることができます。 

⑾ 開札結果の公開 

開札の結果は、各入札参加者の入札金額（落札額を含む）、落札者（個人法人の区分のみ）等を市ホ

ームページで公表します。 

⑿ 入札の中止 

   不正な入札が行われる恐れがあると認められる場合又は災害その他入札の実施が困難な特別の事情

が生じた場合は、入札を中止又は延期することがあります。 

 

第６ 契約 

⑴ 契約の締結 

   契約の際には市から売買契約書を送付しますので、落札者は土地売買契約書（提出する契約書２部の

うち１部については落札者の負担により収入印紙を貼り付けてください。）を落札決定した日から２８

日（契約期限）以内に次の書類とともに、市に持参又は郵送（契約期限必着）してください。 

  ア 契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書（様式６） 

    →落札者の入札保証金を契約保証金及び売払代金の一部に充てる依頼書 

  イ 印鑑登録証明書（法人の場合は印鑑証明書） 

  ウ 身分証明書及び登記されていないことの証明書（個人のみ） 

    →「身分証明書」とは、禁治産・準禁治産、後見登記及び破産宣告の通知の有無を証明するもので

す。本籍地を管轄する市町村役場戸籍担当係等で発行しています。 

    →「登記されていないことの証明書」とは、後見登記等ファイルに記録されていないことを証明す

るものです。各法務局・地方法務局で発行しています。 

エ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書）（法人のみ） 

※ 様式は市のホームページからダウンロードしてください。 

  ※ イからエについては、共有名義の場合は全員分が必要です。 

※ 提出書類は、いかなる理由にかかわらず一切返却できません。 

 

⑵  契約の確定 

契約は、市が落札者とともに市有財産売買契約書に記名押印したときに確定します。 

⑶ 契約保証金 

ア 落札者は、売買契約確定と同時に売買代金の１００分の１０以上（円未満切上げ）の契約保証金を

金融機関にて納付してください。この場合、入札保証金の全額を契約保証金の一部に充当しますので、

市が発行する納入通知書兼領収書により、入札保証金と契約保証金の差額を納付してください。 

  イ 契約保証金は、売買代金と契約保証金との差額の支払い後すみやかに、売買代金に充当します。 

  ウ 契約者が売買代金を支払期日までに納入しないなどの理由により、売買契約を解除した場合には、
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契約保証金は市に帰属します。 

 

第７ 契約に当たって付する主な特約 

⑴ 公序良俗に反する使用の禁止 

ア 売却物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２

号に定める暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序

良俗に反する用に使用してはなりません。 

イ 売却物件の所有権を第三者に移転する場合には、アの使用の禁止を書面により承継させるものとし、

当該第三者に対してアの定めに反する使用をさせてはなりません。 

ウ イの第三者が売却物件の所有権を移転する場合にも同様にア及びイの内容を転得者に承継するこ

とを書面で義務付けなければなりません。 

エ 売却物件を第三者に使用させる場合には、当該第三者に対してアの定めに反する使用をさせてはな

りません。この場合において、買主は、アの使用の禁止を免れるものではありません。 

オ エの第三者が新たな第三者に売却物件を使用させる場合も同様にア及びエの内容を遵守させなけ

ればなりません。 

⑵ 風俗営業等の禁止 

ア 売却物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２

条第１項に定める風俗営業、同条第５項に定める性風俗関連特殊営業の用に使用してはなりません。 

イ 売却物件の所有権を第三者に移転する場合には、アの使用の禁止を書面により承継させるものと

し、当該第三者に対してアの定めに反する使用をさせてはなりません。 

ウ イの第三者が売却物件の所有権を移転する場合にも同様にア及びイの内容を転得者に承継するこ

とを書面で義務付けなければなりません。 

エ 売却物件を第三者に使用させる場合には、当該第三者に対してアの定めに反する使用をさせてはな

りません。この場合において、買主は、アの使用の禁止を免れるものではありません。 

オ エの第三者が新たな第三者に売却物件を使用させる場合も同様にア及びエの内容を遵守させなけ

ればなりません。 

⑶ 産業廃棄物処理施設への使用の禁止 

ア 売却物件を廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１５条第１項に定

める産業廃棄物処理施設の用に使用してはなりません。 

イ 売却物件の所有権を第三者に移転する場合には、アの使用の禁止を書面により承継させるものとし、

当該第三者に対してアの定めに反する使用をさせてはなりません。 

ウ イの第三者が売却物件の所有権を移転する場合にも同様にア及びイの内容を転得者に承継するこ

とを書面で義務付けなければなりません。 

エ 売却物件を第三者に使用させる場合には、当該第三者に対してアの定めに反する使用をさせてはな

りません。この場合において、買主は、アの使用の禁止を免れるものではありません。 

オ エの第三者が新たな第三者に売却物件を使用させる場合も同様にア及びエの内容を遵守させなけ

ればなりません。 

⑷ 団体規制法第５条に定める観察処分を受けた団体事務所への使用の禁止 

ア 売却物件を、無差別大量殺人を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）第５

条に定める観察処分を受けた団体の事務所の用に供してはなりません。 

イ 売却物件の所有権を第三者に移転する場合には、アの使用の禁止を書面により承継させるものとし、

当該第三者に対してアの定めに反する使用をさせてはなりません。 
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ウ イの第三者が売却物件の所有権を移転する場合にも同様にア及びイの内容を転得者に承継するこ

とを書面で義務付けなければなりません。 

エ 売却物件を第三者に使用させる場合には、当該第三者に対してアの定めに反する使用をさせてはな

りません。この場合において、買主は、アの使用の禁止を免れるものではありません。 

オ エの第三者が新たな第三者に売却物件を使用させる場合も同様にア及びエの内容を遵守させなけ

ればなりません。 

⑸ 実地調査等 

   ⑴から⑷までについて、市が必要と認めるときは、実地調査等を行いますが、買主には協力義務があ

ります。 

⑹ 違約金 

   ⑴から⑷までの特約に違反したときは売買代金の１００分の３０、⑸の特約に違反したときは売買

代金の１００分の１０を違約金として請求します。なお、違約金に１円未満の端数があるときは、その

端数金額は切り捨てるものとします。 

⑺ 買戻特約 

⑴から⑷までの特約に違反したときは⑹の違約金の徴収に加えて、土地の買戻しをすることができ

るものとします。買戻しの期間は、契約締結日から１０年間とし、買戻しの特約登記をいたします。 

 ⑻ 契約不適合責任 

   契約締結後、売買物件に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものがあることを発見して

も、売買物件の修補、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完、売買代金の減額若し

くは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができません。 

ただし、落札者が消費者契約法（平成１２年法律第６１号）第２条第１項に規定する消費者である場

合は、この契約締結後において、売買物件の引渡しの日から２年以内に通知したものに限り、履行の追

完請求及び売買代金の減額請求をすることができます。この場合、市又は落札者は、相手方に対し、協

議を申し入れることができます。 

また不法行為により、市が負う損害賠償責任の範囲は、市に故意又は重大な過失がある場合を除き、

売買代金の額を限度とします。 

 

第８ 入札保証金の返還等 

 落札者以外の入札参加者が納付した入札保証金は、入札参加者の指定する銀行口座に振替にて返還しま

すので、市のホームページから入札保証金返還請求書（様式７）をダウンロードし、必要事項を記入して

入札書と入札保証金納入通知書兼領収書の写しと共に封かんして提出してください。 

 入札保証金は、その受入期間について利息はつきません。 

 

第９ 入札保証金の帰属 

落札者が契約の締結に応じない場合には、落札者はその効力を失い、落札者が納付した入札保証金は、

市に帰属します。 

 

第１０ 契約費用及び公租公課等 

ア 契約書に添付する収入印紙の費用は、落札者の負担となります。 

イ 所有権の移転登記に必要な登録免許税は、落札者の負担となります。 

ウ 落札者を義務者として課される公租公課は、落札者の負担となります。 

エ その他契約に要する費用は、落札者の負担となります。 
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第１１ 所有権移転登記及び物件の引渡し 

 所有権は、売買代金完納と同時に移転します。登記の手続は市が行いますが、登録免許税等諸費用は落

札者の負担となります。 

 売買物件は、所有権移転登記が完了したときに、現状有姿で引渡しを行います。物件内の越境物、工作

物、樹木、残置動産、地中埋設物等を含めてあるがままのかたちで引き渡します。 

 

 

 
◆お問合せ先◆ 

那須塩原市役所総務部危機管理課地域消防係 

担  当：田中 

電  話：０２８７－７３－８０５１ 

Ｅメール：kikikanri@city.nasushiobara.tochigi.jp 


